
 

 

 

令和７年度学校いじめ防止基本方針 

                                                                 一関市立藤沢中学校  

                                                                                 

Ⅰ いじめ防止等のための対策に関する基本的な考え方 

 １ いじめがいずれの学校のいずれの生徒等にも起こり得るものであることを踏まえて、いじめの

未然防止を図ることを旨とするとともに、いじめ又はその兆候を早期に発見し、迅速かつ適切に

処理する。 

 ２ いじめは生徒の尊厳を害するとともに犯罪その他重大な人権侵害となり得る行為を含むもので

あり決してしてはならないものであることについて、生徒が認識できるよう、その情操と道徳心

を培い、規範意識を養い、及び自尊心を育む。 

 ３ いじめに関する事案への対処においては、当該いじめを受けた生徒等の生命を保護すること及

びいじめによりその心身に受けた影響からの回復を図ることが特に重要であることを認識する。 

 ４ いじめを受けた経験を有する者の意見が反映されるようにするとともに、いじめを受けている

者の立場に立ち、かつ、その置かれている状況に応じ、最大限に必要な配慮をする。 

 

Ⅱ いじめ防止のための取り組み 

 １ 年度当初、全職員がいじめの定義の正しい理解や組織的対応の在り方、重大事態の内容の確認

と対処のしかたについて職員会議で確認する。また、いじめについての職員研修の機会を設ける。 

 ２ 生徒と接する機会を多く持ち、話を聞き、思いを理解しながら、生徒の良さや個性を伸ばすと

ともに、全教育活動において、基本的な生活習慣、規範意識、人間関係を築く力、社会参画への

意欲や態度を育成し、現在及び将来における人間としての生き方について深く考えさせる。 

 ３ 生徒に学校生活の秩序を保つことの意義を理解させるとともに、コミュニケーション能力、社

会性や自尊感情、達成感、自己有用感の育成のために、所属感ある学級づくりを工夫する。 

 ４ 生徒会活動やボランティア、道徳・復興の日の学び、総合的学習の時間の取り組みなど様々な

活動を通じて共感的な人間関係を構築し、一人ひとりの人権を尊重する意識を高める。 

 ５ 生徒指導委員会（いじめ問題対策委員会）を設置し、「いじめが起きにくい、いじめを許さない

環境づくり」のために、いじめ防止に対する具体的なマニュアル、いじめ防止のための年間指導

計画を作成する。また、毎月開催される生徒支援委員会・職員会議で生徒の実態を交流するとと

もに、生徒や保護者アンケート（前期７月後半と後期 11 月後半の２回）を実施・分析し、いじめ

の早期発見・早期対応を図る。 

 ６ 生徒会を中心に生徒が主体的にルール作り等を行い、いじめ防止に努める。 

 ７ 保護者や地域社会と連携し、いじめ防止に努める。 

 ８ ＳＣ・社会的自立支援員と連携し、教師全員のカウンセリングマインドの向上を目指し、生徒

や保護者の悩み等の早期発見・早期対応を図る。 

 

Ⅲ 早期発見の在り方 

 １ 師弟同行を心がけ、生徒の変化を見過ごさない。 

 ２ 毎月学校生活アンケートを行うとともに、各学期及び必要に応じて随時教育相談を実施する。 

 ３ 保健室、相談室等を活用し随時教育相談を行う。 

 ４ 常に職員間の情報共有に努める。 

 ５ 年度当初、生徒、保護者（ＰＴＡ）、学校運営支援協議会等に学校での取り組みを説明し保護者

や地域の方の理解・協力を頂くと共に、相談窓口の周知を図る。 

 

Ⅳ いじめに対する措置（早期対応・組織対応） 

 １ いじめられた生徒への対応 

  （１）生徒や保護者の訴えやアンケートから、いじめと認識された場合は、生徒指導部を中心に、

生徒から事実の聞き取り等を実施し、早急に対応、状況が悪化しないように対処する。 



 

 

 

  （２）保護者に対して事実について説明するとともに、二度と起こらないような体制を取りなが

ら指導することを説明する。 

  （３）いじめられた生徒を守る為（ため）に、全職員で共通理解を図りサポートする体制をつく

り、解決に向けて支援を行う。 

  （４）養護教諭や相談員、スクールカウンセラーと連携し、安心していられる場の提供を行う。 

２ 加害者への指導と対応 

  （１）事実確認を行い、いじめは許さないという毅然とした指導を継続して行い、相手の思いや

自己の行為を反省させ、二度といじめは起こさない環境をつくる。 

  （２）いじめに至った原因や背景を確認し、教員だけでなく、ＳＣや社会的自立支援員、必要に 

    応じて外部機関の協力を得て、立ち直りの支援を行う。 

  （３）家庭に連絡し、指導経過を報告するとともに家庭での様子を確認し事後の指導にいかす。 

 ３ 学校としての取り組み 

  （１）年度当初から、生徒たちに機会を捉えて学校いじめ防止基本方針や学校いじめ対策組織に 

    ついて説明する場を設ける。 

  （２）いじめがあった事実を真摯に受け止め、学級環境等の改善策を協議し、豊かな人間関係を

育むための指導方法の改善を図る。 

  （３）学級指導の見直しや改善を図りながら生徒が充実した学校生活を送れるよう環境の改善を

図る。 

  （４）学校公開の実施、意見交換会等を実施し、保護者や地域と課題を共有しながらいじめのな

い学校にする。 

  （５）警察等の関係機関と連携し、情報交換を行い、いじめを起こさないための方策を検討し実

施する。 

  （６）ネットいじめ等の場合、通信機器の使用を控えさせるよう家庭に協力を要請する、情報モ

ラル講習を実施するなど環境を改善するよう働きかける。 

  （７）機会をとらえて保護者にいじめ対応における学校への協力を求め、本方針ならびに法律に

おけるいじめの定義や保護者の責務等の周知を行うと共に、重大ないじめ事案等においては、

警察と連携していくことも周知していく。 

 

Ⅴ 本校におけるいじめに対する措置（重大事態発生時） 

 １ 重大事態とは 

  （１）生徒が自殺しようとした場合 

  （２）生徒に精神性の疾患が発生した場合 

  （３）生徒の身体に重大な障害があった場合 

  （４）生徒が金銭を取られた場合 

  （５）相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている状態にある場合 

 ２ 重大事態の報告 

  （１）教育委員会に迅速に報告する。 

 ３ 重大事態の調査 

  （１）教育委員会の指導のもとに、第三者からなる組織を設け捜査する。 

  （２）事態を真摯に受け止め、全校生徒及び保護者に対してアンケート等を行い、事実関係を把

握し、調査委員会に速やかに提出する。 

  （３）いじめを受けた生徒及び保護者に対しては、学校としての説明責任があることを自覚し、

真摯に情報を提供する。その際、個人情報の保護に関する法律を踏まえる。 

 

Ⅵ 学校評価 

  （１）いじめの把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、いじめの未然防止や早期発見に

かかわる取組に関することを学校評価の評価項目に位置付け評価する。 



 

 

 

  （２）学校としてのいじめ防止についての取り組みや評価について学校運営支援協議会に報告し、

必要に応じて助言をもらう。 

 

Ⅶ その他 

  （１）師弟同行の精神で、生徒に寄り添い、生徒の変化を見逃さずアンテナを高くしていじめが

発生しないよう努力する。 

  （２）校内におけるいじめ防止等に対するＰＤＣＡサイクルを確立し、いじめを起こさないため

の取り組みを継続して実施する。また、いじめ防止の取組について適切に機能しているかど

うかを文科省から出されている“いじめの重大事態にたいする平時からの備えチェックリス

ト”を活用し、１学期末と２学期末の年２回、チェックを行い、必要に応じて見直す。 

  （３）校務の効率化を図り、生徒に目を配る時間を確保し、いじめが発生しない環境づくりに努

める。 

  （４）ＰＴＡ活動等を通して、家庭や地域と連携をしながら情報交換を密にして、いじめが発生

しないように見守る環境をつくる。 

  （５）地域や家庭と連携し、生徒指導連絡協議会を通じていじめをなくすための情報交換や取り

組みを行う。 


